
都道府県・政令市 ける環境影響評価法改正事項 係る対応状況
成 月現在

第 種
事業

法第 種
事業

提出期間
※

条例対象
事業

法対象
事業

聴取期間 事業者 自治体 事業者 自治体

北海道 ○ H 義務 任意 規定 必須 日 必須 必須 必須
義務
事業者

○ ○ ○ ○ ―

青森県 ― ― ― ― ― ― 必須 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ―

宮城県 ― ― ― ― ― ― 必須 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ―

秋田県 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○

山形県 ― ― ― ― ― ―
必要
応 て

― ― ― ○ ○ ○ ○ ○

福島県 ― ― ― ― ― ―
必要
応 て

― ― ― ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 ○ H 任意 規定
必要
応 て

日
必要
応 て

必要
応 て

必須
努力規定
事業者

日 ○ ○ ○ ○ ○

栃木県 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○

群馬県 ― ― ― ― ― ― 必須 ― ― ― ○ ○ ○ ○

埼玉県 △ H 一部義務
県 事業 義務
市 村 事業 任

必須 日 必須 必須 必須
義務
事業者

日 ○ ○ ○ ○ ○

千葉県 △ H 一部義務 県 事業 義務 必須 日 必須 必須 必須
義務
自治体

日 ○ ○ ○ ○ ○

東京都 ○ H 一部義務 義務 必須 規定 必須 必須 必須
義務

日 ○ ○ ○

自治体名

計 段階配慮書手続 導入状況

手続き件数
H 現在

導入状況
※

施行

方法書
要約書
作成

方法書
ける

説明会
開催

配慮書
作成

民意見
聴取

知事意見又
市長意見
提出

市 村長
意見
聴取

審査会へ 意見聴取
法対象事
業 事後
調査報告

事後調査報告書
公表

評価図書
電子縦覧
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東京都 ○ H 一部義務 義務 必須 規定 必須 必須 必須
義務
自治体

日 ○ ○ ○

神奈 県 ― ― ― ― ― ― 必須 ― ― ― ○ ○ ○ ○

新潟県 ― ― ― ― ― ― 必須 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○

富山県 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○

石 県 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○

福井県 ○ H 義務 任意 規定
必要
応 て

日 必須 必須 必須
努力規定
事業者

規定 ○ ○ ○ ○ ―

山梨県 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○

長 県 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

岐阜県 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○

静岡県 △ H 一部義務 規定 必須 日
必要
応 て

― 必須
義務
事業者

日 ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 ○ H 義務 義務
必要
応 て

日 必須 必須 必須
努力規定
事業者

日 ○ ○ ○ ○ ○

三 県 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○

滋賀県 ○ H 義務 義務
必要
応 て

日
必要
応 て

必要
応 て

必要
応 て

努力規定
事業者

規定 ○ ○ ○ ○ ○

京都府 ○ H 義務 任意 義務 必須
市 村意見
提出 日

必須 ― 必須
義務
自治体

日 ○ ○ ○ ○ ○

大阪府 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○

兵庫県 ○ H 義務 義務
必要
応 て

日 必須 ―
必須
事業者

義務
事業者

日 ○ ○ ○ ○ ○

奈良県 ○ H 義務 義務 必須 日 必須 必須 必須
義務
事業者

日 ○ ○ ○ ○ ○

和歌山県 ― ― ― ― ― ― 必須 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 ○ H 義務 義務 必須 月 必須 必須 必須
義務
事業者

月 ○ ○ ○ ○ ―
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事業者

島根県 ○ H 義務 義務
必要
応 て

日 必須 必須 必須
努力規定
事業者

月 ○ ○ ○ ○ ―

岡山県 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○

広島県 ― ― ― ― ― ―
必要
応 て

― ― ― ○ ○ ○ ○

山 県 ○ H 任意 任意 規定 必須 日 必須 必須 必須
努力規定
事業者

日 ○ ○ ○ ○ ○

徳島県 ○ H 義務 任意 規定 必須 日
必要
応 て

必要
応 て

必須
努力規定
事業者

日 ○ ○ ○ ○ ○

香 県 ○ H 任意 規定
必要
応 て

日 必須 必須 必須
努力規定
事業者

日 ○ ○ ○ ○ ―

愛媛県 ― ― ― ― ― ―
必要
応 て

― ― ― ○ ○ ○ ○ ―

高知県 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○

福岡県 ○ H 義務 義務
必要
応 て

日 必須 必須
努力規定
事業者

努力規定
事業者

規定 ○ ○ ○ ○ ○

賀県 ○ H 義務 義務
必要
応 て

日
必要
応 て

必要
応 て

努力規定
事業者

努力規定
事業者

規定 ○ ○ ○ ○ ○

長崎県 ○ H 一部義務 義務
必要
応 て

日 必須 必須
努力規定
事業者

努力規定
事業者

日 ○ ○ ○ ○ ○

熊 県 ○ H 義務 義務
必要
応 て

日 必須 必須 必須
努力規定
事業者

日 ○ ○ ○ ○ ○

大分県 ○ H 義務 任意 規定
必要
応 て

日 必須 必須
必要
応 て

努力規定
事業者

日 ○ ○ ○ ○ ―

宮崎県 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○

鹿児島県 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ―

沖縄県 ○ H 義務 義務
必要
応 て

日
必要
応 て

―
努力規定
事業者

努力規定
事業者

規定 ○ ○ ○ ○ ○

幌市 ○ H 義務 義務 必須 日 必須 必須
義務
自治体

日 ○ ○ ○ ○ ―

仙台市 ― ― ― ― ― ― 必須 ― ― ○ ○ ○ ○ ○

－ 義務 義務 義務
日
約 日
日

約 日
約 日
日

必須 必須 必須 義務導入都道府県数 必須
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仙台市 ― ― ― ― ― ― 必須 ― ― ○ ○ ○ ○ ○

さいたま市 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○

千葉市 △ H 一部義務 対象外 必須 規定 必須 必須
義務
自治体

日 ○ ○ ○ ○ ○

横浜市 ○ H 義務 義務 義務 必須 日 必須 必須
義務
自治体

日 ○ ○ ○ ○

崎市 ○ H 一部義務 義務 必須 日 必須 ―
義務
自治体

日 ○ ○ ○

相模原市 ○ H 一部義務 義務 必須 日 必須 必須
義務
自治体

日 ○ ○ ○ ○

新潟市 ○ H 義務 義務 必須 日 必須 必須
義務
自治体

月＋ 週 ○ ○ ○ ○ ○

名 屋市 ○ H 義務 義務 必須 日
必要
応 て

必要
応 て

義務
自治体

日 ○ ○ ○ ○ ○

京都市 ○ H 義務 義務 必須 日 必須 必須
義務
自治体

日 ○ ○ ○ ―

大阪市 ‐ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ―

堺市 ○ H 義務 義務 必須 日
必要
応 て

必須
義務
自治体

日 ○ ○ ○ ○ ―

吹田市 ‐ ― ― ― ― ― ― 必須 ― ― ○ ○ ○ ○ ―

神戸市 ○ H 義務 義務 必須 日
必要
応 て

必要
応 て

義務
自治体

日 ○ ○ ○ ○ ○

尼崎市 ‐ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ― ―

広島市 △ H 一部義務 対象外 必須 規定 必須 必須
義務
事業者

日 ○ ○ ○ ○ ○

北九 市 ○ H 義務 義務 必須 日
必要
応 て

必須
義務
自治体

月 ○ ○ ○ ○ ○

福岡市 ○ H 義務 義務 必須 日
必要
応 て

必要
応 て

努力規定
事業者

日 ○ ○ ○ ○ ―

義務 義務 義務 日

義務 義務 義務

必須 必須
約 日
約 日
日

合計 必須
日
約 日 必須 必須 義務

約 日
約 日

義務導入政令市数 必須

必須
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※ 導入状況 △ 要綱 る導入 ※ 括弧内 数字 配慮書提出 日数

義務 義務 義務合計 必須 約 日
日

必須 必須 義務
約 日
日
日

必須
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